
 

 

 

 

 

 

 

 

 

白川町教育委員会会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和６年４月１０日実施 

 

 



 

 

白 川 町 教 育 委 員 会 会 議 録 

 

 令和６年４月１０日午前９時５４分、白川町教育委員会を白川町町民会館で開催した。そ

の次第は、次のとおりである。 

                                          

１．開 議 

 

２．教育長諸般の報告 

 

３．議 事 

  （１）白川町教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について （議第 ７号） 

    （２）白川町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱の 

      全部を改正する要綱について                 （議第 ８号） 

     （３）白川町指定有形文化財の指定解除について           （議第 ９号） 

   （４）白川町社会教育委員及び公民館運営審議会委員の委嘱について  （議第１０号） 

 

４．報告事項 

  （１）教育委員会学校訪問について                 （資料No. １） 

  （２）令和６年度教育委員会事務分掌について             （資料No. ２） 

  （３）令和６年度小・中学校学級編制について            （資料No. ３） 

  （４）令和６年度保育園別園児入所状況について           （資料No. ４） 

  （５）令和６年度学校運営協議会委員について            （資料No. ５） 

  （６）白川町青少年育成推進員について               （資料No. ６） 

  （７）文化財保護審議会委員について                （資料No. ７） 

  （８）スポーツ推進委員について                  （資料No. ８） 

 

５．その他 

  （１）令和６年度教育課関係予算について              （資料 別冊） 

  （２）小中学校の様子について 

 

６．連絡事項 

   次回教育委員会  ５月９日（木） 午後１時３０分 

                    町民会館 第１会議室 

   総合教育会議   ５月９日（木） 午後３時００分 

                    町民会館 第１会議室 

  ※午前中に教育委員会訪問を行います。（訪問先は、後日連絡） 



 

 

７．出席者 

教  育  長  鈴 村 雅 史 

  教育長職務代理者  汲 田 正 敏 

教 育 委 員  鈴 村 由 美 子 

  教 育 委 員  高 木   守 

  教 育 委 員  塩 月 祥 子 

 

８．事務局 

  教 育 課 長  大 岩 裕 樹    教 育 主 幹  渡 邉 慶 彦 

  学校再編専門監  玉 置 雅 野    給食センター事務長  各 務 建 雄 

学校教育係長  鈴 村 幸 祐    子育て支援係長  鷲 見 る み    

生涯学習係長  山 下 直 紀    生涯学習指導監  冨 多 利 彦 

 

９．本日の会議の書記 

生涯学習係主事   今 井 悠 稀      

 

１０．本日の会議の経過   

 (1) 開   議 

  教  育  長  会議を開く旨を述べ開会した。    （午前９時５４分） 

 

  (2) 書記の指名 

教  育  長  白川町教育委員会会議規則第１７条の規定により本日の書記に今井

悠稀を指名した。 

 

(3) 教育長諸般の報告 

教  育  長  ４月１０日までの動向等について報告した。 

 

(4) 議  事 

 ①白川町教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について   （議第 ７号） 

教  育  長    本件を議題にする旨を述べ、事務局に説明を求めた。 

学校教育係長  白川町教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について 

        説明した。 

教 育 長  質疑を許した。 

高 木 委 員  改正前は保育園の業務が細かく記載されているが、改正後について 

は触れられていない。業務としてどこに入っているのか。 



 

 

子育て支援係長  改正後は、第２条（７）保育所の管理・運営に関することにまとめ 

て記載している。 

高 木 委 員  子育て支援センター業務の内容と改正された規則の内容について、 

整合性はどうなっているか。 

子育て支援係長  今現在行っている業務を明記している。 

高 木 委 員  新たに特命監・指導監を置かれるということだが、具体的な業務や 

配置について伺いたい。 

学校教育係長  特命監は発達支援対策監、指導監は子育て支援指導監である。 

教  育  長  その他質疑を許したがなかったので、異議はないか諮った。 

         （全員異議なく原案のとおり決定した。） 

 

 ②白川町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱の全部を改正する要綱につ 

いて                             （議第 ８号） 

  教 育 長  本件を議題にする旨を述べ、事務局に説明を求めた。 

  学校教育係長  白川町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱の全部を 

改正する要綱について説明した。 

  教 育 長  質疑を許した。 

  汲 田 委 員  要保護の該当者は今まではなかったという解釈でいいのか。 

  学校教育係長  要保護となる生活保護世帯は今までなかった。 

  汲 田 委 員  小学校の新入学児童生徒学用品費等を引き上げたということだが、 

国で決まった金額で示されているか。 

  学校教育係長  額については、国から示された金額に改正している。 

  汲 田 委 員  国の基準等を見ていると、オンライン教育の費用も対象にするよう 

な記述があったが、そのようなことは考えているか。 

  学校教育係長  今のところ予定はない。 

  汲 田 委 員  二分の一の国庫補助金がでるという解釈でいいか。 

  教 育 課 長  今は国庫補助はない。 

  高 木 委 員  ＰＴＡ会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている者とある 

          が、町の学校で学校納付金の減免について規定があるのか。          

  学校教育係長  学校納付金ついては、各学校に確認をしたい。 

  高 木 委 員  就学援助費は、受給資格があると認定された者の委任を受けた学校 

          長からの請求によって保護者等に支給するとあるが、支払う請求を学

校長からするということか。 

  学校教育係長  援助費の支払いに関する請求は、学校長から請求していただいて保 

          護者に支払うこととしている。 



 

 

  教 育 課 長  個人からの請求もあるが件数が多いので、学校でまとめて学校長か 

          ら請求していただいている。 

  教 育 長  その他質疑を許したがなかったので、異議がないか諮った。 

           （全員異議なく原案のとおり決定した。） 

 

   ③白川町指定有形文化財の指定解除について            （議第 ９号） 

  教 育 長  本件を議題にする旨を述べ、事務局に説明を求めた。 

  生涯学習係長  白川町指定有形文化財の指定解除について説明した。 

  教 育 長  質疑を許したがなかったので、次に移る旨を述べた。 

           （全員異議なく原案のとおり決定した。） 

 

   ④白川町社会教育委員及び公民館運営審議会委員の委嘱について   （議第１０号） 

  教 育 長  本件を議題にする旨を述べ、事務局に説明を求めた。 

生涯学習係長  白川町社会教育委員及び公民館運営審議会委員の委嘱について説 

        明した。 

教 育 長  質疑を許したがなかったので、次に移る旨を述べた。 

         （全員異議なく原案のとおり決定した。） 

(5)報告事項 

  ①教育委員会学校訪問について                  （資料No. １） 

 教 育 主 幹  教育委員会学校訪問について説明した。 

  ②令和６年度教育委員会事務分掌について             （資料No. ２） 

 教 育 課 長  令和６年度教育委員会事務分掌について説明した。 

  ③令和６年度小・中学校学級編制について             （資料No. ３） 

 学校教育係長  令和６年度小・中学校学級編制について説明した。 

  ④令和６年度保育園別園児入所状況について            （資料No. ４） 

 子育て支援係長  令和６年度保育園別園児入所状況について説明した。 

  ⑤令和６年度学校運営協議会委員について             （資料No. ５） 

 教 育 課 長  令和６年度学校運営協議会委員について説明した。 

  ⑥白川町青少年育成推進員について                （資料No. ６） 

 生涯学習係長  白川町青少年育成推進員について説明した。 

  ⑦文化財保護審議会委員について                 （資料No. ７） 

 生涯学習係長  文化財保護審議会委員について説明した。 

  ⑧スポーツ推進委員について                   （資料No. ８） 

 生涯学習係長  スポーツ推進委員について説明した。 

 教 育 長  質疑を許したがなかったので、次に移る旨を述べた。 



 

 

(6)その他 

 教 育 長  その他について発言を許した。 

  ①令和６年度教育課関係予算について               （資料 別冊） 

 教 育 課 長  令和６年度教育課関係予算について説明した。 

 教 育 長  質疑を許したがなかったので、次に移る旨を述べた。 

  ②小中学校の様子について 

 教 育 主 幹  小中学校の様子について説明した。 

 教 育 長  質疑を許したがなかったので、次に移る旨を述べた。 

  

  (7) 連絡事項 

教  育  長    連絡事項について説明を求めた。    

教 育 課 長  次回教育委員会、総合教育会議と教育委員会訪問について説明した。 

  教  育  長  質疑を許したがなかったので、予定した案件をすべて終了した旨を

述べ、会議を閉じる旨を宣した。 

 

 （午前１１時０５分閉会） 

 

 


